
令和４年度 成年後見セミナー

令和５年 ３月１１日（土）
1４：００～１５：３０（受付 １３：３０～）

講談で学ぶ

『成年後見制度』と『終活』

認知症や障がいなどにより物事を判断する能力が十分
でない方の暮らしや財産を守る制度で、年々その関心が
高まっています。

◇ 講談内容 ◇

〈成年後見講談〉

第１話 「認知症の老姉妹を食い物に」
～頻発する住宅リフォーム詐欺～

第２話 「経済的虐待を防ぐために」
～家族による預貯金や年金の使い込み～

第３話 「ナオトくんだって一人の人間なんだよ」
～親亡き後を心配して～

〈終活講談〉

遺言・相続についての話

舞鶴市字余部下１１６７番地
（舞鶴市中総合会館３階）

TEL FAX０７７３－６２－５５３０ ０７７３－６２－７０３９
MAIL maizuru-shakyo@jasmine.ocn.ne.jp

３月６日（月）までに電話・ＦＡＸ・メール・QRコード等で
氏名・連絡先等をお知らせください。

舞鶴市成年後見支援センター
（舞鶴市社会福祉協議会）

お申込み
お問合せ

みんなが安心して暮らせる地域をめざして

【講師】 講談師 神田 織音 さん
かんだ おりね

〈芸歴〉
高校時代から芝居の勉強を始める。その後約十年芝居に携わる。
1999年4月 神田香織に入門 講談協会所属（芸名 神田おりね）
1999年9月 前座
2003年4月 二ツ目昇進（芸名 神田織音）
2011年4月 真打昇進

〈仕事経歴〉
・ 講談一席（地域寄席・敬老会・イベントなど）
・ 成年後見制度のPR講談（実話をもとに成年後見制度の必要性を訴える）
・ NHKラジオ「日曜バラエティー」レギュラー出演（2010年～2013年）
・ 認知症の意識啓発講談（認知症は正しい知識と適切な対応が不可欠）
・ 講談で学ぶ遺言・相続（実例を講談化しわかりやすく遺言のすすめ）

日時

舞鶴市中総合会館 ４階ホール
（舞鶴市字余部下１１６７番地）

会場

定員

２００名

入場

無料

成年後見制度とは

講談師による実話をもと
にした講談で、難しい制度
や終活についてわかりやす
く学びます。

要約筆記
手話通訳
要相談



個人名・団体名

連 絡 先

要 約 筆 記 の
ご 希 望

あり ・ なし
手話通訳の
ご 希 望

あり ・ なし

代表者氏名 参 加 人 数

令和４年度 成年後見セミナー

講談で学ぶ
『成年後見制度』と『終活』

参加申込書

FAX ６２-７０３９

※ ３月６日（月）までにお申し込みください。

お問合せ先
舞鶴市成年後見支援センター
（舞鶴市社会福祉協議会）

〒625-0087 京都府舞鶴市字余部下 1167

（舞鶴市中総合会館内）
TEL 62-5530 FAX 62-7039

※ 団体でのお申し込みの際は、団体名・代表者氏名・連絡先・参加人数を
ご記入願います。
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